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議案第２８号 

鳥栖市教育委員会が保有する個人情報等の保護に関する規則の一部改正について  

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年１２月１４日 

 

 

 

鳥栖市教育委員会    

教育長 佐々木 英利  

 

 

 

（提案理由） 

 鳥栖市教育委員会が保有する個人情報等の保護に関する規則の一部を改正し

たいため、鳥栖市教育委員会の権限の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理

させる規則第２条第１項第９号の規定によりこの案を提出する。 
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 鳥栖市教育委員会が保有する個人情報等の保護に関する規則の一部を改正する規則案の概要 

 

１ 改正の理由 

  個人情報の取扱いについて、従来、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び民間

事業者についての規律が当該対象ごとに分かれていたところ、個人情報の保護に関する法律の改正（以下「改正法」

という。）を受け、当該改正法により一律に規制されることになった。 

  しかし、一部条例に委任する事項等があり、改正法の施行条例を定める必要があるため、現行の個人情報保護条

例は廃止した上で「鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定することとなった。 

 

２ 改正の内容 

  個人情報の保護に係る引用法令の変更（１条） 

（旧）鳥栖市個人情報保護条例（平成１４年条例第２３号）の規定に基づく鳥栖市教育委員会が保有する個人情報 

（新）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例（令

和４年条例第 号）の規定に基づく鳥栖市教育委員会が保有する個人情報 

 

３ 施行日 

  令和５年４月１日 
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   鳥栖市教育委員会が保有する個人情報等の保護に関する規則の一部を改正する規則 

 

 鳥栖市教育委員会が保有する個人情報等の保護に関する規則（平成１５年教育委員会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改 正 前 改 正 後 

鳥栖市教育委員会が保有する個人情報等の保護に関 

する規則 

 

（個人情報の保護） 

第１条 鳥栖市個人情報保護条例（平成１４年条例第２

３号）の規定に基づく鳥栖市教育委員会が保有する個人

情報の保護については、市長が保有する個人情報の保護

に関する規則（平成１５年規則第１号）の規定の例によ

る。 

（特定個人情報の保護） 

第２条 鳥栖市特定個人情報保護条例（令和４年条例第

４号）の規定に基づく鳥栖市教育委員会が保有する特

定個人情報の保護については、市長が保有する特定個

人情報の保護に関する規則（令和４年規則第９号）の

規定の例による。 

 

鳥栖市教育委員会が保有する個人情報の保護に関す 

る規則 

 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）及び鳥栖市個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年条例第 号）の規定に基づく鳥栖市教育委

員会が保有する個人情報の保護については、市長が保

有する個人情報の保護に関する規則（平成１５年規則

第１号）の規定の例による。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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